
介護の日ｉｎくまもと実行委員会補助金交付事務取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 介護の日ｉｎくまもと実行委員会補助金の交付については、熊本県補

助金等交付規則（昭和５６年熊本県規則第３４号。以下「規則」という。）及

び熊本県健康福祉補助金等交付要項（以下「要項」という。）に定めるものの

ほか、この要領に定めるところによる。 

（補助金の交付申請） 

第２条 要項第３条第１項の申請書の提出部数は、１部とし、提出期限は、別

に定める。 

２ 要項第３条第２項第１号の事業計画書の様式は、別紙第１号様式によるも

のとする。 

３ 要項第３条第２項第３号のその他必要とする書類は、補助金所要額調書（別

紙第２号様式）とする。 

（補助金の交付条件） 

第３条 補助金の交付条件は、規則第５条第１項第１号及び第２号に掲げると

おりとする。 

（補助事業の対象期間） 

第４条 本事業の対象期間は、毎年度４月１日から翌年３月末日までとする。 

（補助金の額の変更） 

第５条 要項第５条第２項の変更申請書の提出部数は、１部とする。 

２ 要項第５条第２項の事業変更計画書の様式は、別紙第１号様式によるもの

とする。 

３ 要項第５条第２項の変更申請書には、次に掲げる書類を添付するものとす

る。 

 （１）補助金所要額調書 別紙第２号様式 

 （２）収支予算書 要項別記第２号様式 

（申請の取下げ） 

第６条 要項第６条に規定する申請の取下げをすることのできる期間は、交付

決定の通知を受け取った日から起算して３０日を経過した日までとする。 

（実績報告書） 

第７条 要項第９条第１項の実績報告書の提出部数は、１部とする。 

２ 要項第９条第２項第１号の事業実績書の様式は、別紙第３号様式によるも

のとする。 

３ 要項第９条第２項第３号のその他知事が必要と認める書類は、補助金精算

書（別紙第４号様式）とする。 



５ 要項第９条第３項の提出期限は、交付決定のあった日の属する年度の年度

の３月末日とする。 

（雑則） 

第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

   附 則 

 この要領は、平成２５年１０月１０日から施行し、平成２５年４月１日から

適用する。 

 この要領は、平成２６年１月２０日から施行し、平成２５年４月１日から適

用する。



別紙第１号様式（第２，５条関係） 

   年度介護の日ｉｎくまもと実行委員会実施事業 

事 業（ 変 更 ）計 画 書 

                                                  （単位：円）  

実施事業名 事業計画の内容 事業実施予定期間等 
支出予定額内訳 

経費区分 金 額 

 

＊ 事業ごとに分

けて記載すること。 

 

    

 



別紙第２号様式（第２，５条関係） 

   年度介護の日ｉｎくまもと実行委員会実施事業 

 

補 助 金 所 要 額 調 書 

（単位：円） 

総事業費 

 

Ａ 

賛助金その他の収

入 

Ｂ 

差引額 

(A-B) 

Ｃ 

県補助基本額 

（要項記載額） 

Ｄ 

県補助所要額 

 

Ｅ 

備 考 

      

（注） 

 １ Ｂ欄の「賛助金その他の収入」とは、賛助金及び預金利子収入をいう。 

 ２ Ｅ欄は、Ｃ・Ｄ欄を比較して最も少ない額を記載すること。 



別紙第３号様式（第７条関係） 

   年度介護の日ｉｎくまもと実行委員会実施事業 

事 業 実 績 書 

                                                  （単位：円）  

実施事業名 事業実施内容 事業実施期間等 
支出額内訳 

経費区分 金 額 

 

＊ 事業ごとに分

けて記載すること。 

 

 

    

 



別紙第４号様式（第７条関係） 

   年度介護の日ｉｎくまもと実行委員会実施事業 

 

補 助 金 精 算 書 

（単位：円） 

総事業費 

 

 

Ａ 

賛助金そ

の他の収

入 

Ｂ 

差引額 

(A-B) 

 

Ｃ 

対象経費 

実支出額 

 

Ｄ 

県補助 

基本額 

 

Ｅ 

県補助 

所要額 

 

Ｆ 

県補助交

付決定額 

 

Ｇ 

県補助金

受入済額 

 

Ｈ 

差引 

過不足額 

 

Ｉ(H-F) 

 

＊  事業

ごとに分

けて記載

すること。 

 

 

 

 

        

（注） 

 １ Ｂ欄の「賛助金その他の収入」とは、賛助金及び預金利子収入をいう。 

 ２ Ｆ欄は、Ｃ・Ｄ・Ｅ欄を比較して最も少ない額を記載すること。 

 ３ Ｇ欄は、Ｆ欄と同額を記載すること。 


